
 

 

 

熊本市 道路標識⾧寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年３月 
第 1 回改定  令和 5 年 3 月 

最終更新    令和７年１月 

熊本市 都市建設局 土木部 道路保全課 
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( 29 7 )  

 

ボルト・ナットのゆるみ 支柱の腐食 

支柱 ボルト・ナット 
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支柱の腐食が進行 シート被覆による補強 

出典：NETIS 新技術情報提供システム 

点検で軽微なさびを発見 防さび材を塗布 

出典：附属物（標識、照明）点検必携(平成 29 年 7 月) 
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ケース１:予防保全型の修繕   ケース２:事後保全型の修繕 

大規模
な修繕

小規模
な修繕

小規模
な修繕

T1 T2 T3

評価期間

ケース１

ケース2

健全度

経年

ケース１

ケース2

コスト

経年T1 T2 T3

ライフサイクルコスト
ケース１＜ケース２

評価期間
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点検

通常点検

初期点検

定期点検

異常時

点検

道路のパトロールなど日常的な巡回の際に実施する目視点検 

片持式を対象に設置後概ね 1 年を目処に行う目視点検 

門型式は 5 年に 1 回の詳細点検※1、片持式は 10 年に 1 回の詳細点検※1 及

びそれを補完する 5 年に 1 回の中間点検※2 を実施 

 災害が発生した場合や異常が発見された場合などに行う目視点検 

③ 措置① 定期点検 ② 診断
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区   分 定    義 

Ⅰ 健全 道路標識の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 道路標識の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状

態 

Ⅲ 早期措置段階 道路標識の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 道路標識の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状

態 
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約340万円縮減
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基本方針 
 判定区分Ⅳ:通行止めを実施し緊急的に措置を実施 

 判定区分Ⅲ:早期に措置を講ずべき状態であるため、優先的に実施 

 判定区分Ⅱ:判定区分Ⅲの対策を講じた後、措置を実施 

 門型標識を優先的に措置 

第三者被害 

の可能性の 

有無 

 緊急輸送道路及び国県道を構成する道路標識を優先的に措置 道路規格 

その他  その他の道路標識 
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( )  
NETIS  

■新技術 ■従来技術 

交換前 

交換後 
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約24万円縮減
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R7.1 時点 


